
法⼈税の申告期限の延⻑の特例の適⽤を受けられている⼜は
受けようとされている法⼈の皆さま、ご検討されてみてはいかがでしょうか︖

消費税の申告期限の特例が創設されたとお聞きしましたが、
詳しく教えてください。

消費税については確定申告書の提出期限の延⻑の特例は規定されており
ませんでしたが、今回の改正で、法⼈税の確定申告書の提出期限の延⻑を
受ける法⼈について、消費税においても届出書を提出することで、
確定申告書の提出期限を1か⽉延⻑することができることとなりました。
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令和3年3月31⽇以後に終了する事業年度⼜は連結事業年度終了の⽇の属する課税期間から適⽤
（届出書は令和3年3月31⽇前であっても提出することができます。 ）

●改正概要●
法⼈に係る消費税の申告期限の延⻑の特例

「法⼈税の申告期限の延⻑の特例」の適⽤を受ける法⼈が、 「消費税申告期限延⻑届出書」を提
出した場合には、その提出をした⽇の属する事業年度以後の各事業年度終了の⽇の属する課税期間
に係る消費税の確定申告の期限を１か⽉延⻑することとされました。

法⼈に係る消費税の申告期限の特例の創設

出典︓国税庁HP「消費税法改
正のお知らせ」より


